
第３章においては、本計画において実際に実施される消費者行政の諸施策を説明します。本章

の構成は以下のとおりです。

１ 基本方針

第３次消費者基本計画の目的である「県民が安全で安心できる消費生活の実現」を達成するた

めに、群馬県行政として実施する施策の方針を示しています。この基本方針の下に、消費生活課を

はじめとする各課が実施する施策（事業）が位置付けられます。

２ 見出し文

基本方針を分かりやすく解説した文章です。

３ 「消費生活に係る県民意識調査」から

本計画の策定に先立ち、県では令和４年に「消費生活に係る県民意識調査」を実施しています。

この調査は第２次計画策定時の平成３０年にも実施しています。この内容を紹介し、必要に応じて

両方の調査を比較しながら、これらの基本方針を打ち出した背景を説明します。

４ 主な施策

本計画における基本方針に基づき実施される諸施策について、①消費生活課実施施策、②関

係課実施施策の２つに分類しています。

５ 計画の成果・進捗を検証する指標

計画における基本方針の成果・進捗を判断する上で参考となる指標をピックアップしました。いく

つかの指標には目標値が定められており、事業の進捗を確認することができますが、全ての指標に

目標値が定められているわけではなく、中には目標値を定めるのは困難であり、計画期間において

その動向を注視していくべき指標も含まれています。

基本方針、さらには計画の成果や進捗は、これらの指標を参考にしながら判断していくべきものと

考えています。

第３章 消費者施策の基本方針及び講ずべき施策
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第３次群馬県消費者基本計画施策体系図

目 的

県民が安全で安心できる消費生活の実現

基本方針Ⅰ 消費生活情報の発信
消費生活課実施施策 消費者月間啓発事業

関東甲信越ブロック悪質商法等被害防止キャンペーン

消費者被害防止に関する広報・啓発の実施

商品・サービスの安全性等に係る広報・啓発の実施

特殊詐欺被害防止広報啓発

県民防犯の日啓発事業

高齢者等消費者被害見守り事業者への情報提供

関係課実施施策 成年後見制度利用促進事業 （健康福祉課）

高齢消費者被害防止キャンペーン事業 （介護高齢課）

食品安全に関する正しい知識の普及 （食品・生活衛生課）

医療機能情報の提供 （医務課） ・ 薬局機能情報の提供 （薬務課）

違法薬物に関する正しい情報の提供 （薬務課）

ホームページ「ぐんま食の安全・安心ポータルサイト」運用 （食品・生活衛生課）

「ぐんま食の安全情報」の発行 （食品・生活衛生課）

「ぐんま食の安全情報」公式ＳＮＳの運用 （食品・生活衛生課）

農林水産物放射性物質検査結果のデータベースの運用 （食品・生活衛生課）

基本方針Ⅱ 消費者教育の充実
消費生活課実施施策 群馬県消費者教育推進地域協議会の開催

消費者学習公開講座の開催

金融広報推進

消費者教育出前講座

こどものための防犯出前講座

高齢者向け出前講座の開催－高齢消費者被害防止対策

高齢者向け体験・実践型研修

高等学校等における消費者教育の充実－成年年齢引下げに伴う被害防止対策

家庭科教員等研修講座の開催

女性のための防犯ハンドブックの配布

関係課実施施策 新しい有害環境から子どもを守る取組推進 （児童福祉・青少年課）

市民後見推進事業 （健康福祉課）

認知症サポーターの養成支援 （健康長寿社会づくり推進課）

ぐんま環境学校（エコカレッジ） （環境政策課）

食農教育サポート （ぐんまブランド推進課）

小中学校における情報モラルに関する講習会の実施に向けた啓発 （(教)義務教育課）

小中学校における消費者教育の推進 （(教)義務教育課）

高等学校における消費者教育の推進 （（教）高校教育課）

特別支援学校における消費者教育の推進（（教）特別支援教育課）

学校における食育推進 （(教)健康体育課）
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基本方針Ⅲ 消費者被害の未然防止・救済
消費生活課実施施策 消費生活センター運営

市町村相談・啓発体制の支援

商品テスト

消費生活相談技術向上研修会の開催

多重債務者対策－消費者被害防止対策

関東甲信越ブロック悪質商法等被害防止キャンペーン【再掲】

市町村等における消費者安全確保地域協議会の設置促進

群馬県特殊詐欺等根絶協議会（（警）生活安全企画課と共同事業）

関係課実施施策 日常生活自立支援事業 （健康福祉課）

医療安全相談センターの運営 （医務課）

障害者１１０番事業 （障害政策課）

家庭用品安全対策 （薬務課）

食品衛生検査施設の業務管理(GLP)の推進 （食品・生活衛生課）

食品検査計画策定会議 （食品・生活衛生課）

建設工事紛争相談窓口の設置 （建設企画課）

「ぐんま住まいの相談センター」情報提供（相談） （住宅政策課）

防犯機能付き電話機等の普及促進 （(警)生活安全企画課）

警察安全相談業務 （（警）広報広聴課）

基本方針Ⅳ 消費者と事業者との取引の適正化
消費生活課実施施策 消費者取引の適正化推進

消費生活協同組合指導

製品の安全確保に係る指導

関係課実施施策 無許可・無承認医薬品等指導取締 （薬務課）

医薬品製造業等の監視 （薬務課）

食品衛生 （食品・生活衛生課）

乳肉衛生 （食品・生活衛生課）

生活衛生 （食品・生活衛生課）

生活衛生適正化助成指導 （食品・生活衛生課）

商品・サービス・食品の安全の確保 （食品・生活衛生課、蚕糸園芸課）

農薬安全使用推進 （技術支援課）

貸金業対策 （地域企業支援課）

旅行業者指導 （観光魅力創出課）

計量の適正化 （計量検定所）

宅地建物取引業者事務所調査 （住宅政策課）

基本方針Ⅴ 持続可能な社会形成の推進
消費生活課実施施策 消費生活問題審議会運営

各市町村消費者行政担当課長会議・各市町郡消費生活センター所長会議

エシカル消費啓発講座

関係課実施施策 食品安全審議会の開催 （食品・生活衛生課）

食品安全県民会議の開催 （食品・生活衛生課）

環境にやさしい買い物スタイル普及促進協議会 （環境政策課）

循環型社会の形成 （廃棄物・リサイクル課）

地産地消推進（ぐんまブランド推進課）
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基本方針Ⅰ 消費生活情報の発信

消費者が合理的で、かつ安全・安心な消費生活を営むためには、的確かつ迅速に消費生活情

報を提供することが重要です。様々な媒体を通じて消費生活情報を発信することで、消費者の安

全を図るとともに、消費者として的確な商品・サービスの選択ができるよう支援します。

◆「消費生活に係る県民意識調査」から

●行政が発信する消費生活情報の入手方法（複数回答）

○平成30年の調査での上位３項目は、「自治体の広報誌（34.2％）」、「新聞（29.7％）」、

「自治体や町内会の回覧板（21.1％）」でした。

○令和４年の調査での上位３項目は、「自治体の広報誌（24.7％）」、「新聞（23.1％）」、

「自治体や消費生活センターのホームページ（17.0％）」でした。

●消費生活について欲しい情報（複数回答）

○平成30年の調査での上位３項目は、「悪質商法などの手口と消費者被害・トラブルへの

対処方法（41.1％）」、「消費者トラブルに関する相談窓口（37.4％）」、「商品・サービスの

安全性や商品等のリコール情報（30.5％）」でした。

○令和４年の調査での上位３項目は、「悪質商法などの手口と消費者被害・トラブルへの対

処方法（39.9％）」、「消費者トラブルに関する相談窓口（39.6％）」、「商品・サービスの安

全性や商品等のリコール情報（29.8％）」でした。

⇒ 「消費者トラブルに関する相談窓口」についての情報に対して要望が高まっていることがわ

かります。行政としてデジタル化に対応した消費関連の情報を迅速に発信していく必要があ

ります。

◆主な施策

１ 消費生活課実施施策

○消費者月間啓発事業

悪質商法などの手口や消費者トラブルへの対処方法、消費生活センターの役割や相談方法な

どについて分かりやすく情報発信するため、啓発品展示やデジタルサイネージなどの啓発事業を実

施します。

○関東甲信越ブロック悪質商法等被害防止キャンペーン

関東甲信越地区の都県・政令市・国民生活センターと共同で、高齢者及び若年層の消費者被
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害防止を目的としたキャンペーンを実施します。キャンペーン期間中は、チラシ配布やポスター掲

示のほか、特別電話相談等を実施することにより、集中的に啓発を行います。

○消費者被害防止に関する広報・啓発の実施

消費者に対し、消費生活センターの相談窓口に関する情報や、悪質商法などの様々な消費者ト

ラブルに関する留意点について、広報・啓発を実施します。実施に当たっては、県ホームページへ

の掲載、メールマガジン「消費者ホットぐんま」や県メディアプロモーション課Ｘ（旧：Twitter）による情

報発信、消費生活情報誌「くらしのニュース」や各種ポスター、リーフレットの県民への配布、新聞等

各種情報媒体を活用した情報提供を行うほか、各種研修会や会合等の様々な機会を捉えるな

ど、工夫を図りながら積極的に周知します。また、消費者に向けた「消費者教育出前講座」における

啓発も積極的に実施します。

○商品・サービスの安全性等に係る広報・啓発の実施

消費者被害防止に関する広報・啓発手段を活用し、消費生活用製品安全法及び消費者安全

法に基づく製品事故等の情報について速やかに情報提供するとともに、商品・サービスの安全性や

商品・製品等のリコール情報、注意喚起情報等について、積極的な広報・啓発を行います。

○特殊詐欺被害防止広報啓発

特殊詐欺被害を未然に防止するため、市町村と連携し、民生委員を通じてひとり暮らしの高齢者

へ「特殊詐欺被害防止マニュアル」を配布します。

○県民防犯の日啓発事業

県民一人ひとりが、「自分の安全は自分で守る」という自主防犯意識を高めるよう、毎月１６日の「県

民防犯の日」、特に条例が施行された６月を中心に、防犯ボランティア団体、市町村、警察署及び行

政県税事務所が連携して普及啓発活動を実施します。

○高齢者等消費者被害見守り事業者への情報提供

県では、11事業者と高齢者等消費者被害防止の見守りに関する協定を締結し、各事業者におい

て、高齢者等を訪問する際に見守り活動を実施しています。県はより多くの事業者にこの協定に参加し

てもらうよう努力しつつ、この締結を結んだ事業者に対して見守りの際に必要な消費生活情報を提供

します。

２ 関係課実施施策

○成年後見制度利用促進事業（健康福祉課）

成年後見制度の利用を促進するため、県民を対象とした普及啓発を行うとともに、関係機関を
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対象とした情報交換会や研修を実施するなど、市町村による制度利用促進体制整備を支援しま

す。

○高齢消費者被害防止キャンペーン事業（介護高齢課）

一般財団法人群馬県老人クラブ連合会が実施する「見守りサポーター」養成研修や老人クラブ

会員による情報提供、声かけ等の事業に対して経費を補助し、高齢消費者被害の防止を図りま

す。

○食品安全に関する正しい知識の普及（食品・生活衛生課）

「出前なんでも講座」等の講師派遣により自主的に学習しようとする消費者を支援するとともに、食

品表示制度等の食品安全に関する正しい知識の普及を図ります。

○医療機能情報の提供（医務課）・薬局機能情報の提供（薬務課）

病院・診療所等の医療機能情報（診療科目、診療時間、専門医の有無、対応可能な治療法及び

医療の実績、薬局の施設やサービス等）をインターネットで検索できるシステムを運用し、県民が医療

機関や薬局を適切に選択するための情報提供を行います。

○違法薬物に関する正しい情報の提供（薬務課）

出前なんでも講座（薬物乱用防止教室）の講師派遣や、リーフレットなど各種啓発資材を配布す

ることで、県民に対し、麻薬、覚醒剤、大麻等の違法薬物に関する正しい知識の普及を図ります。

また、条例に基づき、「知事指定薬物」を指定し、法律より迅速に危険ドラッグの規制を行い、県ホ

ームページ等を通じて注意喚起を行います。

○ホームページ「ぐんま食の安全・安心ポータルサイト」運用（食品・生活衛生課）

ホームページ「ぐんま食の安全・安心ポータルサイト」の運用により、県民に分かりやすく情報提供を

行います。

○「ぐんま食の安全情報」の発行（食品・生活衛生課）

県民ボランティアである「食の安全情報通信員」制度を活用して、県発行の「ぐんま食の安全情報

紙」を身近な人に配布しながら口コミで情報提供を行います。

○「ぐんま食の安全情報」公式ＳＮＳの運用（食品・生活衛生課）

ＳＮＳを活用し、より多くの県民に、リアルタイムに食の安全に関する情報を発信します。

○農林水産物放射性物質検査結果のデータベースの運用（食品・生活衛生課）

本県産農林水産物（牛肉を除く）の放射性物質検査結果をデータベースに取りまとめて、県ホー

ムページで公開します。
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◆計画の成果・進捗を検証する指標

メールマガジン「消費者ホットぐんま」配信回数

消費者に向けたメールマガジン「消費者ホットぐ 基準値 目標値

んま」を活用し、消費者トラブルに関する留意点や

相談窓口に関する情報、商品・サービスに係る安 ２３回 毎年度２４回以上

全性に関する注意喚起など、消費者に役立つ情 （令和４年度） （令和６～１０年度）

報を発信して広報啓発を実施します。

メールマガジン以外にも、県メディアプロモーショ

ン課Ｘ（旧：Twitter）等他の媒体も活用しながら、

毎年度２４回以上とすることを目標とします。

高齢者等消費者被害見守り事業者に提供した情報件数

高齢者等消費者被害見守り事業については、 基準値 目標値

11事業者と協定を締結し、各事業者において高齢

者等を訪問する際に見守り活動を実施していま ２８件 毎年度３０件以上

す。県はより多くの事業者にこの協定に参加しても （令和４年度） （令和６～１０年度）

らうよう努力しつつ、この締結を結んだ事業者に対

して見守りの際に必要な消費生活情報を提供して

います。

計画期間中の５年間において、この提供情報件

数を毎年度３０件以上とすることを目標とします。
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基本方針Ⅱ 消費者教育の充実

消費者教育を充実させることで、被害に遭わない消費者、合理的意思決定ができる自立した消
費者、そして自らの社会的役割を認識し、社会の発展と改善に積極的に関与する消費者を育成し
ます。

◆「消費生活に係る県民意識調査」から

●消費者トラブル防止のため、行政が啓発・対策を重点的に行った方がよいと思う層
○平成30年の調査の上位２項目は、「高齢者（34.8％）」、「高校生（28.2％）」でした。
○令和４年の調査の上位２項目は、「高齢者（34.4％）」、「高校生（25.7％）」でした。

●消費生活に関することで、学校教育の場で取り上げてほしいこと（複数回答）
○平成30年の調査での上位２項目は、「インターネットの使い方や危険なサイト（59.3％）」、
「悪質商法の手口と対処方法（55.6％）」でした。

○令和４年の調査での上位２項目は、「インターネットの使い方や危険なサイト（56.6％）」、
「悪質商法の手口と対処方法（52.4％）」でした。

●県実施の消費者被害防止講座や大人向け、子ども向けの防犯講座について望む開催方
法 （複数回答）
○令和４年の調査での上位２項目は、「いつでも手軽にみられるようにYouTubeなどの動画
配信による講座（43.9％）」、「公民館や老人ホーム、職場や学校などへの出張形式での
講座（35.4％）」でした。

⇒引き続き、高齢者と高校生等の若年層に対して消費者教育が求められています。デジタ
ル化が進展していく中で、インターネットに関する消費者教育や講座の開催方法について
対応していく必要があります。

◆主な施策

１ 消費生活課実施施策

○群馬県消費者教育推進地域協議会の開催
消費者教育の推進に関して情報交換を行い、県全体の消費者教育を総合的、体系的かつ効果

的に推進するため、群馬県消費者教育推進地域協議会を開催します。

○消費者学習公開講座の開催
被害に遭わない消費者、合理的意思決定ができる消費者として必要な知識を身に付けるため、

県内の大学等と連携し、消費者教育の公開講座を開催します。学習した内容を自らの消費生活に
活かすとともに、周囲に情報発信できる人材を育成します。

○金融広報推進
「ぐんま金融広報だより」の作成、学校への配布や金融・経済講演会の開催、金融広報アドバイ

ザーの派遣等により金融経済情報提供や金銭・金融経済学習の支援を行っている群馬県金融広
報委員会に対し、日本銀行前橋支店・財務省前橋財務事務所と協力して支援を実施します。
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○消費者教育出前講座
日々の消費生活相談情報を集積し、それを県民に還元する場として、県消費生活相談員や行

政職員が地域等に出向いて消費者被害防止出前講座や製品安全等出前講座などを行います。
契約の仕組みと注意点、悪質商法のトラブルや、製品トラブルの事例とその対処法など、各年齢や
特性等に合わせた内容で実施します。小・中・高等学校、大学・専門学校、企業、ＰＴＡ、地域の高
齢者サロン等、様々なライフステージにおける「場」を活用して学びの機会を提供することにより、消
費者被害の未然防止だけではなく、消費者自身の自立を促します。

○こどものための防犯出前講座
こども自身の危険回避能力の向上のための「子ども向け防犯出前講座」や地域全体の防犯力を向

上させるための「子どもを守る防犯講習」等を実施します。

○高齢者向け出前講座の開催－高齢消費者被害防止対策
高齢者が消費者被害に遭わないよう、老人クラブや自治会、公民館等の各種団体からの依頼に

応じて出前講座を実施します。高齢者に身近なトラブルや消費者被害の状況などの情報提供を行
い、被害の未然防止に努めます。

○高齢者向け体験・実践型研修
特殊詐欺等の被害者の多くは、高齢者であり、詐欺の手口などの知識を持っていながらも被害に遭

ってしまうため、県内の老人クラブなどの申込みに応じて、実践形式の体験で断り方など、被害を未然
に防止するための対応力を身に付ける研修を実施します。

○高等学校等における消費者教育の充実－成年年齢引下げに伴う被害防止対策
令和４年４月に成年年齢が１８歳に引き下げられたことから、高校生等の消費者被害を未然に防

止するため、教育委員会等と連携して、高等学校等における消費者教育を充実します。消費者教
育コーディネーターを設置し、消費者教育用の教材の提供、出前講座の実施による外部講師の派
遣、消費生活センターに寄せられた相談情報を元にしたトラブル事例や対処法についての情報提
供などを行い、高校生等が消費者問題を自らのこととして捉えて積極的に学んで行ける環境を作り
ます。

○家庭科教員等研修講座の開催
学校における消費者教育の効果的な授業実践を促すため、総合教育センター主催の研修会内

において、家庭科教員等を対象とした消費者教育の講座を実施します。

○女性のための防犯ハンドブックの配布
犯罪被害に遭わないための対策などをまとめたハンドブックを作成し、県内各高等学校の３年女

子生徒等に配布します。

２ 関係課実施施策

○新しい有害環境から子どもを守る取組推進（児童福祉・青少年課）
インターネットを安全・安心に使うためのセーフネット標語「おぜのかみさま」を広報するための啓発

用品を作成するほか、ＮＰＯ法人「ぐんま子どもセーフネット活動委員会」が実施する講師派遣、スマー
トフォン等の新型機器に関する調査・研究及びネットパトロール活動等に要する経費を助成し、地域で
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子どもたちをインターネット上の有害情報から守る取組を推進します。また、インターネット依存症予防
教育推進事業により、依存症の背景や仕組み、予防や支援の方法について理解を促します。

○市民後見推進事業（健康福祉課）
市町村における市民後見人養成の取組を推進するため、研修会を開催するとともに、市町村が

実施する市民後見人養成研修等の取組に対して補助を行います。

○認知症サポーターの養成支援（健康長寿社会づくり推進課）
認知症を理解し、認知症の人や家族を見守る「認知症サポーター」の市町村等による養成を支援

します。

○ぐんま環境学校（エコカレッジ）（環境政策課）
地域の環境保全活動の核となる人材を育成するため、様々なプログラムの一つとして、消費生活に

おける環境教育を実施します。

○食農教育サポート（ぐんまブランド推進課）
「食」とそれを支える「農」について理解を深めるため、食農教育を推進し、情報を発信します。

○小中学校における情報モラルに関する講習会の実施に向けた啓発（(教)義務教育課）
各学校において児童生徒や保護者に向けた情報モラルに関する講習会を実施できるよう、教員対

象の研修会を実施するなど、指導者の養成を推進するとともに、講習会実施の必要性の周知を図りま
す。

○小中学校における消費者教育の推進（(教)義務教育課）
主体的に判断し、責任をもって行動できる自立した消費者を育成することができるよう、家庭科

や技術・家庭科家庭分野、社会科などの学習において、指導資料「はばたく群馬の指導プランⅡ」
に基づき、民法改正や新学習指導要領の趣旨を踏まえた消費者教育を推進します。

○高等学校における消費者教育の推進（（教）高校教育課）
主体的に社会の一員として行動できる自立した消費者を育成するために、公民科や家庭科を中

心に、各教科等において、民法改正や新学習指導要領の趣旨を踏まえた消費者教育を推進しま
す。

○特別支援学校における消費者教育の推進（（教）特別支援教育課）
社会の主役の一人として、自立した消費者を育成するために、社会科や家庭科、職業科を中心

とした学習の中で、民法改正や新学習指導要領の趣旨を踏まえた消費者教育を推進します。

○学校における食育推進（(教)健康体育課）
食に関する指導の充実に向け、教職員を対象とした各種研修会の開催や指導資料の作成等を

行います。
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◆計画の成果・進捗を検証する指標

消費者被害防止出前講座実施件数

若者や高齢者等各年代に応じたトラブル事例や 基準値 目標値
悪質商法の手口などを分かりやすく解説し、被害

防止のための啓発を行います。 ３６件 毎年度４０件以上
広報等による講座の周知を行い、消費生活相 （令和４年度） （令和６～１０年度）

談員や行政職員が限られた人員の中で、より効果

的な講座になるよう年間４０件以上を目標に実施

します。

金融教育出前講座実施回数

群馬県金融広報委員会では、県の支援により、 基準値 目標値
５名の金融広報アドバイザーによる金融教育出前

講座を行っています。より多くの方に金融経済情報 ３５回 毎年度５０回以上
を提供するとともに、金銭・金融経済学習を進めて （平成３０年度～令和 （令和６～１０年度）
います。 ４年度の平均値）
計画期間中の５年間において、出前講座の実

施回数を毎年度５０回以上とすることを目標としま

す。

高等学校等における消費者教育の外部講師等の活用回数

高校生等が消費者問題を自らのこととして捉え 基準値 目標値
て学習できるよう、高等学校等における外部講師

等の活用（※）を促進します。 ４７回 毎年度５０回以上
（※）消費生活相談員等による出前講座のほか、 （令和４年度） （令和６～１０年度）

消費生活相談情報を活用した授業実施も含む。

こどものための防犯出前講座実施回数

こども自身の危険回避能力の向上のための「子 基準値 目標値
ども向け防犯出前講座」や地域全体の防犯力を向

上させるための「子どもを守る防犯講習」等を実施 １０４回 毎年度１３０回以上
します。 （平成３０年度～令和 （令和６～１０年度）
出前講座の実施回数を毎年度１３０回以上とす ４年度の平均値）

ることを目標とします。
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基本方針Ⅲ 消費者被害の未然防止・救済

消費者が被った消費者トラブルに対して、自主交渉への助言、あっせんといった支援を実施し、

複雑化・多様化する消費者トラブル等の早期解決や被害回復を図ります。

◆「消費生活に係る県民意識調査」から

●商品の購入やサービスの利用にあたって、過去１年の間に、トラブルの経験の有無について

○平成30年の調査では、「ある」の割合は8.6％でした。

○令和４年の調査では、「ある」の割合は14.6％でした。

⇒消費者トラブルに遭った人の割合は増加しています。消費者トラブル等の早期解決や被害

回復を図るため、行政は専門的な相談窓口をより充実させると同時に、複雑化・多様化す

る相談に的確に応じられるよう、相談員のスキルアップを図っていく必要があります。

◆主な施策

１ 消費生活課実施施策

○消費生活センター運営

消費者安全法の規定により、都道府県消費生活センターと市区町村消費生活センターとの役割分

担について、次のように明確化されました。

・都道府県消費生活センター：専門的広域的相談への対応及び市区町村消費生活相談

支援等中核センターとしての役割

・市区町村消費生活センター：消費者に最も身近な最前線の窓口としての役割

このため、群馬県の消費生活センターにおいては、消費者からの苦情・相談に迅速かつ適切に
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対応、処理できるよう相談業務の充実・強化を図るとともに、あっせんによる消費者被害の救済、苦

情処理委員会の活用及び商品テストの実施等により中核センターとしての役割を果たします。

○市町村相談・啓発体制の支援

県消費生活相談員等による市町郡巡回訪問、困難案件に係る経由相談の対応、市町郡セン

ターの消費生活相談員の現場研修受入れなどにより、市町郡消費生活センター相談窓口の強化・

充実を支援します。

市町郡巡回訪問においては、商品テストや製品関係の相談対応の支援、出前講座などの啓発

事業に係る支援も積極的に行います。

○商品テスト

消費者から直接、あるいは、商品テスト機能を備えていない市町郡消費生活センターを通じて寄

せられた商品や製品の苦情相談の解決を図るため、製品事故や故障の原因究明のための商品テ

ストを行います。

また、身近な商品の正しい知識等を身に付けてもらうための出前講座を開催します。

○消費生活相談技術向上研修会の開催

各市町郡消費生活センターの消費生活相談員等のレベルアップを図るための研修会の開催や、

相談員がスキルアップに取り組むための支援を行います。

○多重債務者対策－消費者被害防止対策

自殺、家庭崩壊や犯罪等の原因として社会問題化している多重債務問題の解決に向けて、県

内消費生活センターの相談体制を充実するとともに、多重債務者対策協議会の開催により市町村

（消費者行政部局、福祉や税等の関係部局）及び適格消費者団体をはじめとする関係団体等との

連携を強化します。

また、多重債務問題の根本的な解決を支援するため、法律専門家による債務整理相談、支援

団体による生活再建相談、保健師等によるこころの相談を併せた無料相談会を実施します。

○関東甲信越ブロック悪質商法等被害防止キャンペーン【再掲】

関東甲信越地区の都県・政令市・国民生活センターと共同で、高齢者及び若年層の消費者被害
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防止を目的としたキャンペーンを実施します。キャンペーン期間中は、チラシ配布やポスター掲示

のほか、特別電話相談等を実施することにより、集中的に啓発を行います。

○市町村等における消費者安全確保地域協議会の設置促進

消費者安全確保地域協議会は、国及び地方公共団体の機関、病院、教育機関、消費生活協

力団体又は消費生活協力員等により市町村単位で組織され、消費生活上特に配慮を要する消費

者の見守り等必要な取組を行います。県では、市町村等における消費者安全確保地域協議会の

設置を推進します。

○群馬県特殊詐欺等根絶協議会（（警）生活安全企画課との共同事業）

金融機関やコンビニなどの事業者や関係団体等が一体となった「群馬県特殊詐欺等根絶協議会」

において、行政、県警と連携強化を図りつつ、特殊詐欺等の根絶に向けた取組を進めます。

２ 関係課実施施策

○日常生活自立支援事業（健康福祉課）

判断能力が不十分な方が自立した生活を送れるよう、福祉サービスの利用援助や日常的金銭

管理等を行います。

○医療安全相談センターの運営（医務課）

医務課内に「医療安全相談センター」を設置し、専門の相談員を配置します。県民からの医療に関

する相談等に応じ、必要な助言や情報提供を行います。

○障害者１１０番事業（障害政策課）

県障害者社会参加推進センターに「群馬県障害者１１０番」を設置し、障害者の人権擁護や日常

生活における相談に応じます。また、弁護士による無料法律相談も行います。
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○家庭用品安全対策（薬務課）

基準違反の家庭用品が販売されていないか、販売店から家庭用品を買い上げ、食品安全検査セ

ンターにおいて試験検査を行います。

○食品衛生検査施設の業務管理(ＧＬＰ)の推進（食品・生活衛生課）

食品衛生検査施設に対し、試験検査や試験品採取等の実施状況について内部点検、外部精度

管理調査を行うことにより、食品安全のための検査施設及び検査結果の信頼性を確保します。

○食品検査計画策定会議（食品・生活衛生課）

食品の安全性を確保し、食品検査体制の充実を図るため、関係機関が連携・協力し、食品安全検

査センターが行う検査の計画等、具体的な調整・協議を行います。

○建設工事紛争相談窓口の設置（建設企画課）

相談員を配置し、建設工事の発注者及び請負人等からの苦情相談に対し、必要な助言や情報提

供を行います。

○「ぐんま住まいの相談センター」情報提供（相談）（住宅政策課）

「ぐんま住まいの相談センター」を通じて、県民からの住まいに関する様々な相談に対応します。ま

た、住宅の新築、リフォームなど住宅に関連する情報提供や、より快適な住まいを実現するためのイベ

ントやセミナーなどの普及・啓発活動を行います。

○防犯機能付き電話機等の普及促進（（警）生活安全企画課）

防犯機能付き電話機等の設置を促進し、悪質業者などからの電話を受けない対策を推進しま

す。

○警察安全相談業務（（警）広報広聴課）

警察本部及び各警察署において、消費生活問題を含む各種相談を受理し、適宜対応します。
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◆計画の成果・進捗を検証する指標

県・市町郡消費生活センターへの相談件数

消費生活相談は、消費者トラブルを被った消費 基準値 目標値

者が行うものであり、目標値の設定が困難であるた

め、課題抽出のための指標として活用します。 １５，９２９件 （ － ）

また、相談内容を分析することにより、相談者に （令和４年度） （令和６～１０年度）

適切な支援を行います。

「ぐんま住まいの相談センター」情報提供（相談）件数

「ぐんま住まいの相談センター」を通じて、県民か 基準値 目標値

らの住まいに関する様々な相談に対応します。

消費者からの相談に対して情報提供等を行うも １，０８８件 （ － ）

のであり、目標値の設定が困難であるため、課題 （令和４年度） （令和６～１０年度）

抽出のための指標として活用します。

市町村等における消費者安全確保地域協議会の設置数

県内の市町村等における消費者安全確保地域 基準値 目標値

協議会の設置を促進し、消費生活上特に配慮を

要する消費者に対して必要とされる更なる取組を ２自治体 ５自治体

講じていきます。 （令和４年度） （令和１０年度）

基準となる令和４年度における県内での消費者

安全確保地域協議会設置自治体数は２ですが、

計画終了期の令和１０年度には、５つの自治体が

消費者安全確保地域協議会を設置することを目

標とします。
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特殊詐欺被害の発生件数

特殊詐欺被害防止の目的は、被害の根絶であ 基準値 目標値

り、目標値の設定が困難であるため、課題抽出の

ための指標として活用します。 ２１７件 （ － ）

被害発生件数の動向を把握し、県、警察及び （令和４年） （令和６～１０年）

関係機関等が連携して、特殊詐欺被害の防止に

向けた啓発や対策を講じます。
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基本方針Ⅳ 消費者と事業者との取引の適正化

消費者被害の未然防止・拡大防止のため、消費者保護の各種法令等に基づき、悪質事業者等

への監視、指導の徹底を図ります。

◆「消費生活に係る県民意識調査」から

●過去１年間での商品の購入やサービスの利用にあたって、トラブルのきっかけとなった商品

の販売方法またはサービス勧誘方法について（複数回答）

○平成30年の調査の上位１位は、「カタログやテレビ、新聞の折込チラシ、インターネット等

での通信販売を利用したことによるもの（43.3％）」でした。

○令和４年の調査の上位１位は、「カタログやテレビ、新聞の折込チラシ、インターネット等で

の通信販売を利用したことによるもの（60.1％）」でした。

⇒トラブルのきっかけとして、「カタログやテレビ、新聞の折込チラシ、インターネット等での通信

販売を利用したことによるもの」が大幅に増加しています。

●商品の販売やサービスの利用についての勧誘行為で、行政に特に力を入れて規制してほし

いと思うものについて（複数回答）

○平成30年の調査の上位３項目は、「迷惑メール（出会い系等）（38.0％）」、「シロアリ駆

除、床下換気扇、太陽光発電、装置設置工事等（29.0％）」、「屋根工事や内装工事な

ど住宅のリフォーム関係（26.9％）」でした。

○令和４年の調査の上位３項目は、「ネット広告（出会い系、情報商材等）（46.0％）」、「外

壁工事や内装工事など住宅のリフォーム関係（32.0％）」、「屋根、雨樋、トイレなどの住

宅の修理（28.6％）」でした。

⇒特定商取引法に定められている特定商取引（「訪問販売」「通信販売」等）についての法律

違反行為については、行政としてより厳しく対処していく必要があります。

◆主な施策

１ 消費生活課実施施策

○消費者取引の適正化推進

（１）特定商取引法に係る指導

訪問販売等に係る商取引の適正化及び消費者利益の保護を図るため、不適正な取引の疑い

のある事業者に対し調査を行い、不適正取引と認められる場合には、特定商取引法や群馬県消費

生活条例などに基づき処分や指導を行います。

訪問販売の禁止行為として、「老人その他の者の判断力の不足に乗じ、訪問販売に係る売買契

約又は役務提供契約を締結させること」（省令第７条）と定められているように、高齢者等の社会的

弱者は法律や制度により守っていく必要があります。こうした社会的弱者を標的としている様々な悪
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質商法については、徹底的に動向を監視し、厳正に対処します。

また、広域的に事業展開する悪質事業者に対応するため、国や近隣都県と情報交換を行うとと

もに、必要に応じて合同指導等を実施します。

さらに、市町村や各消費生活センターとの情報交換を行うとともに、指導等が困難な事案につい

ては警察当局の協力を得ながら問題解決を図ります。

（２）景品表示法に係る指導

商品や役務の取引に係る不当な表示による顧客の誘引を防止することにより、公正な競争を確

保し消費者利益を保護するため、景品表示法に基づく指導を行います。

（３）割賦販売法に係る指導

割賦販売法に基づき、冠婚葬祭互助会等の前払式事業者に対して立入検査及び改善指導を行

います。

○消費生活協同組合指導

消費者の自主的な協同組織である消費生活協同組合に対して、組合員保護と健全な運営を期

すため、消費生活協同組合法第９４条第２項の規定に基づき、年間４組合に対して組合の運営全

般についての指導検査を実施します。

また、県内各生協では、平成２０年度に改正消費生活協同組合法施行に伴う定款変更を行い

ましたが、組合運営に必要な規則等の整備も必要なことから、継続的に指導を実施します。

○製品の安全確保に係る指導

家庭用品品質表示法及び消費生活用製品安全法に基づき事業者指導を行います。なお、これら

の権限は、群馬県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例により、町村に委譲されてい

ることから、町村との連絡を密に行い、実施します。

２ 関係課実施施策

○無許可・無承認医薬品等指導取締（薬務課）

店舗やインターネットの商品広告について、医薬品的効能効果等を不正表示していないかを監視

するとともに、痩身や強壮効果を標榜する健康食品の買上げ検査を行い、医薬品成分を含む健康食

品の流通を防止します。

○医薬品製造業等の監視（薬務課）

医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保と適正な管理、

流通の徹底を図るため、医薬品等の製造販売業者、製造業者及び薬局等販売業者への立入検査

を行います。
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○食品衛生（食品・生活衛生課）

食品関係営業施設等の監視指導や一般流通食品（輸入食品を含む）及び農作物等の安全検査

を行う一方、食中毒防止等総合衛生対策を実施し、また、消費者への情報提供を行います。

○乳肉衛生（食品・生活衛生課）

乳処理施設の監視指導及び牛乳等の収去検査、と畜場及び食鳥処理場における食肉検査、畜水

産食品中の残留有害物質モニタリング検査等を実施します。

○生活衛生（食品・生活衛生課）

理容所、美容所、クリーニング所、公衆浴場、旅館、興行場及び墓地等の営業の許可及び構造設

備確認並びに監視指導や、住宅宿泊事業の届出受理並びに監視指導、特定建築物の監視指導、

遊泳用プールの指導を行い、また、レジオネラ対策講習会を開催します。

○生活衛生適正化助成指導（食品・生活衛生課）

公衆浴場（銭湯）の確保対策や、（公財）群馬県生活衛生営業指導センターを通じた生活衛生関

係営業の振興と指導を実施します。

○商品・サービス・食品の安全の確保（食品・生活衛生課、蚕糸園芸課）

米トレーサビリティ法に基づき、関東農政局群馬県拠点が県内で実施する立入検査について、情報

共有及び調整を行います。

○農薬安全使用推進（技術支援課）

本県農産物の安全性を確保するため、農薬販売者に対する研修会、農薬立入検査の実施による

適正な販売の指導、農薬使用者に対する各種研修会、講習会による農薬適正使用の徹底を推進し

ます。

○貸金業対策（地域企業支援課）

資金需要者等の利益の保護を図るために、登録・立入検査等の貸金業者の指導監督や、資金需

要者等からの苦情相談を実施します。

○旅行業者指導（観光魅力創出課）

旅行業法に基づき、群馬県知事登録の旅行業者・旅行業者代理業者並びに旅行サービス手配業

者に対して登録事務（新規・更新・変更等の申請や、登録事項の変更・廃業等の届出に係る事務）や

立入検査及び指導、旅行業協会との協議、情報交換等を行います。

○計量の適正化（計量検定所）

適正な計量の実施を確保するため、特定計量器（はかり、ガソリンスタンドの燃料油メーター及び

タクシーメーター等）の検定・検査を実施するとともに、特定計量器の使用、製造、修理を行う各事

業者への立入検査及び商品量目検査を実施します。
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○宅地建物取引業者事務所調査（住宅政策課）

新規免許業者の事務所への立入調査、国土交通省通知に基づく一斉立入調査、苦情等が寄

せられた業者事務所への立入検査を行い、業者への指導監督を実施し、消費者の利益保護を図

ります。

◆計画の成果・進捗を検証する指標

事業者指導・助言（景品表示法）処理件数

景品表示法に基づき、違法性が疑われる広告 基準値 目標値
類に対して行う指導や事業者からの問合せに対す

る助言です。行政が監視の目を光らせることにより ２６件 毎年度３０件以上
指導の件数が増加しますが、事業者が法律を遵 （令和４年度） （令和６～１０年度）
守し、違法性が疑われる広告類が減少することに

より、処理件数が減少することもあります。

計画期間中の５年間において、処理件数を毎年

度３０件以上とすることを目標とします。

事業者指導等（特定商取引法）処理件数

特定商取引法に基づき、訪問販売や連鎖販売 基準値 目標値
取引、訪問購入などの特定商取引に対して行う指

導です。行政が監視の目を光らせることにより行政 毎年度
指導や行政処分の件数が増加しますが、事業者 行政指導２４件 行政指導５件以上
が法令を遵守し、違法性が疑われる事業が減少 行政処分 １件 （行政処分は設定せず）
することにより、指導等の件数が減少することもあり （平成３０年度～令和 （令和６～１０年度）
ます。 ４年度の累積件数）
計画期間中の５年間において、行政指導件数を

毎年度５件以上とすることを目標とします。

宅地建物取引業者事務所調査件数

新規免許申請業者に対して免許前に事務所へ 基準値 目標値
の立入調査を実施し、事務所要件を満たしている

ことを確認し指導しています。また、毎年度定期に １１０件 ５００件
国土交通省通知に基づいた業者事務所への一斉 （令和４年度） （令和６～１０年度の
立入調査や、苦情等が寄せられた業者事務所へ 累積件数）
の立入調査を実施しています。行政が業者への指

導監督の目を光らせることで、宅地建物取引の公

正が確保され、消費者の利益保護が図られること

になります。
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基本方針Ⅴ 持続可能な社会形成の推進

持続可能な社会の形成に向けて、「消費者市民社会」を構成する一員として、消費者が社会課

題を自分事として捉え、主体的に行動することを推進していきます。

◆「消費生活に係る県民意識調査」から

●消費者問題についての関心の程度について

○平成30年の調査では、消費者問題に「関心がある」「どちらかといえば関心がある」と答え

た人の割合は、50.7％ でした。

○令和４年の調査では、消費者問題に「関心がある」「どちらかといえば関心がある」と答え

た人の割合は、56.1％ でした。

●「エシカル消費（「倫理的消費）」という言葉を知っているかについて

○令和４年の調査では、「言葉も内容も知らない」と回答した割合は、72.4％でした。

⇒消費者問題についての関心が高くなっていることが分かります。一方で、「エシカル消費（倫

理的）消費」についての認知度は低いことから、行政として啓発を図り、「消費者市民社会」

の一員として消費者一人ひとりが考えて行動することを推進していく必要があります。

◆主な施策

１ 消費生活課実施施策

○消費生活問題審議会運営

消費生活問題審議会は知事の附属機関として消費者施策等の重要な事項を調査、審議するため

に設置されました。この審議会を通じて、消費者施策等について広く県民の意見を伺います。

○各市町村消費者行政担当課長会議・各市町郡消費生活センター所長会議

県と各市町村とが相互に協力・連携を図るため、各市町村消費者行政担当課長会議と各市町郡

消費生活センター所長会議を開催し、情報の共有に努めます。

○エシカル消費啓発講座

エシカル消費の認知度を高め、実践の機運を醸成するための講座等を開催し、人・社会・地域・

環境に配慮した消費行動を促します。
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２ 関係課実施施策

○食品安全審議会の開催（食品・生活衛生課）

食品等の安全性の確保に関する重要事項等について、専門的かつ客観的な見地から調査審議を

行う群馬県食品安全審議会を開催します。

○食品安全県民会議の開催（食品・生活衛生課）

食品の安全性確保のリスクコミュニケーションの場として、様々な立場（消費者、生産者、食品関連

事業者、学識者、報道等）の代表者による食品安全県民会議を開催します。

○環境にやさしい買い物スタイル普及促進協議会（環境政策課）

県民、事業者、行政（県及び市町村）が協働して、環境にやさしい買い物スタイル普及促進を行い、

低炭素・循環型社会の実現に向けたライフスタイルの見直しにつなげるための県民運動を展開しま

す。

○循環型社会の形成（廃棄物・リサイクル課）

循環型社会の形成に向け、県ＨＰや各種イベントを利用した「ぐんま３Ｒ宣言」の呼びかけや学習

会等への「３Ｒリーダー」の派遣、リユース食器の活用促進、「プラごみ削減取組店」や「食べきり協

力店」の登録、「３０・１０運動」及び「３キリ運動」の促進等に取り組み、３Ｒ（リデュース、リユース、リ

サイクル）にリフューズとリスペクトを加えた５Ｒを推進します。

○地産地消推進（ぐんまブランド推進課）

「ぐんま地産地消県民運動推進会議」（平成１６年度設置）、「群馬県農畜産物販売戦略協議

会」（平成２２年度設置）を統合した「群馬県農畜産物ブランド戦略協議会」により、地産地消を推

進していくための施策について検討します。

また、県産農畜産物を積極的に販売・活用する小売店、飲食店、旅館等を「ぐんま地産地消推

進店」として認定、県産農畜産物を原料とする製品の製造、流通等を行う企業を「ぐんま地産地消

協力企業・団体」として登録し、地産地消を推進します。

- 38 -



◆計画の成果・進捗を検証する指標

エシカル消費啓発講座実施回数

エシカル消費の認知度は高いとはいえない状況 基準値 目標値
であるため、エシカル消費について知ってもらう内

容や、身近なところから取り組める具体例を提示す ２回 １５回
る内容を盛り込んだ講座等を実施します。 （令和４年度） （令和６～１０年度の
計画期間における累積実施回数１５回を目標と 累積件数）

します。

１人一日当たりごみ排出量

第三次群馬県循環型社会づくり推進計画にお 基準値 目標値
いて、群馬県内のごみの総排出量を総人口と年間

日数で割ることで算出される、１人が一日に排出す ９６８ｇ/人・日 ８０５ｇ/人・日以下
るごみの量を、令和１２年度には８０５グラム以下に （令和３年度） （令和１２年度）
することを目標としています。

「ぐんま地産地消優良店」数

県産農畜産物を積極的に販売・活用し、その良 基準値 目標値
さのＰＲに取り組む小売店、飲食店、旅館等「ぐん

ま地産地消推進店」のうち、さらに県産農畜産物 ８５店 １００店
の取扱い割合が高い店舗を「ぐんま地産地消優良 （令和４年度） （令和７年度）
店」に認定しています。
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別 表 ： 評 価 指 標 項 目
（計画の進行管理において成果・進捗を検証する際に用いる項目）

基本方針 項目 基準値 目標値 担当所属

Ⅰ メールマガジン「消費者 ２３回 毎年度２４回以上 消費生活課
消費生活情報 ホットぐんま」配信回数 （令和４年度） （令和６～10年度）
の発信

高齢者等消費者被害 ２８件 毎年度３０件以上 消費生活課
見守り事業者に提供し （令和４年度） （令和６～10年度）
た情報件数

Ⅱ 消費者被害防止出前 ３６件 毎年度４０件以上 消費生活課
消費者教育の 講座実施件数 （令和４年度） （令和６～10年度）
充実

金融教育出前講座実 ３５回 毎年度５０回以上 消費生活課
施回数 （平成30年度～令和 （令和６～10年度）

４年度の平均値）

高等学校等における消 ４７回 毎年度５０回以上 消費生活課
費者教育の外部講師 （令和４年度） （令和６～10年度）
等の活用回数

こどものための防犯出 １０４回 毎年度１３０回以上 消費生活課
前講座実施回数 （平成30年度～令和 （令和６～10年度）

４年度の平均値）

Ⅲ 県・市町郡消費生活セ １５，９２９件 （ － ） 消費生活課
消費者被害の ンターへの相談件数 （令和４年度） （令和６～10年度）
未然防止・救
済 「ぐんま住まいの相談セ １，０８８件 （ － ） 住宅政策課

ンター」情報提供（相 （令和４年度） （令和６～10年度）
談）件数

市町村等における消費 ２自治体 ５自治体 消費生活課
者安全確保地域協議 （令和４年度） （令和１０年度）
会の設置数

特殊詐欺被害の発生 ２１７件 （ － ） （警）生活安全
件数 （令和４年） （令和６～10年） 企画課

消費生活課

Ⅳ 事業者指導・助言（景 ２６件 毎年度３０件以上 消費生活課
消費者と事業 品表示法）処理件数 （令和４年度） （令和６～10年度）
者との取引の
適正化 事業者指導等（特定商 行政指導２４件 毎年度 消費生活課

取引法）処理件数 行政処分 １件 行政指導５件以上
（平成30年度～令和 （行政処分は設定せず）
４年度の累積件数） （令和６～10年度）

宅地建物取引業者事 １１０件 ５００件 住宅政策課
務所調査件数 （令和４年度） （令和６～10年度

の累積件数）

Ⅴ エシカル消費啓発講 ２回 １５回 消費生活課
持続可能な社 座実施回数 （令和４年度） （令和６～10年度
会形成の推進 の累積件数）

１人一日当たりごみ排 ９６８ｇ/人・日 ８０５ｇ/人・日以下 廃棄物・リサイ
出量 （令和３年度） （令和１２年度） クル課

「ぐんま地産地消優良 ８５店 １００店 ぐんまブランド
店」数 （令和４年度） （令和７年度） 推進課
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